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 イタリア社会的協同組合に学ぶ障害者の多様な仕事おこし

 「人間に合わせた仕事」

　　　　　　　　　を求めてｱｯｶ

～Progetto Hの実践～

イタリアのサルデーニャ島にある社会的協同組合の理事長フランチェスコ・サンナ
（Francesco SANNA）さんが、8月24日から開かれた「共同連大会愛知大会」の招聘を受
け来日しました。当研究所と日本労協連は、共同連のご好意を得てサンナさんを東京にお
呼びし、標記研究会を2001年8月29日（水）、明治大学駿河台校舎で開催しました。
サンナさんは現在29歳の青年です。19歳の時、ボランティアとしてこのプロジェクト

に関わり､様々な経験をして「気持ちが合う」と感じて、自分の仕事としてやっていこう
と決意したそうです。早速、社会的協同組合の全国組織CGMの幹部養成コースで2年間勉強
し、現在理事長4年目（2期6年が限度）です。サンナさんはこの他に､県（プロビンス）レベルの事業連合
の副理事長、CGMのコンサルタントをしています。
以下の報告は、サンナさんの講演を長野大学の田中夏子さんが通訳されたものから岡安がメモを作成し、そ

れをもとに田中夏子さんに講演の速報としておこしていただいたものです。　（岡安喜三郎：協同総研専務）

研究会研究会研究会研究会研究会

Ⅰ．社会的協同組合の起源

　社会的協同組合は、1970年代、三つの運
動が合流する形で生まれました。まず第一に
は、1968年の、いわゆる「暑い秋」を闘っ
た学生運動の経験者たちが、その後、入って
いたコミューンの運動、第二には、カトリッ
クの教会ボランティア活動、第三に社会貢献
を眼目とした新しい企業のあり方を模索する
「社会的企業」の運動です。
　これらの運動の強みは、それまで相矛盾す
ると考えられていた二つの価値、すなわち、
社会的価値と経済的価値を、一つのものとし
て寄り合わせようとしたところにありまし
た。
　さて、社会的協同組合とは、健常者と障害
者が共に働く事業組織です。この「共に働

く」という点が、社
会的協同組合固有の
価値と言えます。障
害を持った人もそう
でない人も、ともに
労働を通じた社会参
加（integrazione）を
果たすことができる
社会環境を生み出す

ことが、社会的協同組合の、重要なミッショ
ンなのです。ですから、Ｂ型社会協同組合で
は、３０％以上の障害をもった就労組合員を
含むこと、としてあります。上限はありませ
んが、私たちは、実践的な経験から、障害者
だけからなる事業組織が好ましいとは考えま
せん。「共に」というところに眼目があるわ
けですから、障害を持つ人、持たない人との
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割合を３：７、ないしは４：６ぐらいで考え
ています。
　ところで、イタリアにおいては障害者
（diversamente abili）の中身の定義は極めて
広いものです。身体、知的、知覚、精神の障
害に加えて､なんらかの理由で社会参加に不
利益を被る人たちも、例えば､薬物依存、ア
ルコール依存、あるいはこうした問題に苦し
む親を持った子供たちなども含めて、「社会
生活への参加に困難を抱える人々、あるいは
社会的排除の対象となる可能性のある人々」
を、社会的協同組合のパートナーと捉えてい
ます。障害の種類が実に多種多様であること
が、冒頭に述べた、社会的価値と経済的価値
を寄り合わせる際に、重要なポイントとなり
ます。

Ⅱ．PROGETTO H(acca)の発足

　以上が、社会的協同組合の誕生と、そこで
の基本的考え方です。次に、私たちの協同組
合、PROGETTO H(acca)について述べま
しょう。発足は 1983年、突然の病で、下肢
麻痺となった友達の、生活上のサポートをし
ようと結成されたボランティアグループが、
母体となりました。
　現在、社会的協同組合法では、教育、福祉
等のサービス提供を中心とするA型協同組

合と、就労支援と仕事起こしを主眼とするB
型協同組合とを区別していますが、法制化以
前は、当初はＡＢの区別なく、障害を持った
人が、人間らしい暮らしと仕事に参加をする
ために必要なことは、ＡもＢもなく、何でも
一つのものとしてやってきました。
　私たちの取り組みの分野は、主として三
つ。第一に、手仕事による工芸品の製作と販
売（陶器、革製品、木工、貴金属の加工）、第
二に「社会的観光」の企画と運営（この場合
の「社会的」とは、観光先のバリアフリー化
等の推進を通じて、誰でも旅を楽しめる社会
的環境を整えたり、環境教育のプログラムづ
くりとその実施を通じて、子どもたちに環境
問題についての認識を深めさせたり･･･と
いった内容を指します）、第三に、社会参加
を可能とする福祉・教育・文化的サービスの
提供。後に、第一は、いわゆるＢ型、第二、
第三はＡ型として分類されます。
　1991年の社会的協同組合をめぐる国法、
第381号で、社会的協同組合は、Ａ、Ｂのど
ち ら か に な る よ う 求 め ら ま し た 。
PROGETTO HはB型を選択しました。そし
て、上記の第二、第三の分野は、別のＡ型協
同組合「ルオーギ・コムーニ」（luoghi　
comuni）を作って、そこが担うようになっ
ています。ちなみにルオーギ・コムーニとは、
「当たり前のこと、とるに足らないこと」と
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いう意味です。障害をもった人々の社会参加
が、とりたてて言わなくとも、「ごく当たり
前のこと」として、社会に浸透していくこと
を願って命名しました。
さて、社会的協同組合の組織的な原則と特
性についてお話しましょう。その特性は、以
下の三つ、第一に小規模であること、第二に
事業分野を特化すること、第三に地域密着型
であることです。
まず、第一の「小規模性」は、いうまでも
なく、顔と顔が見える関係を大事にし、実質
的な「参加」を保障しうるためのものです。
経済的価値から言えば、規模のメリットの面
から大きな組織が効率的なのでしょうが、社
会的協同組合が、二つの価値、「経済的価値
と社会的価値」の統合体ですから、効率だけ
で行動の基準とはなりません。経験上、３０
人前後の組織が望ましいと考えています。
第二の「特化」はどうでしょうか。「社会

参加」に必要とされるニーズはたくさんある
ので、特定の協同組合がそのニーズのすべて
に答えていけば、組織はどんどん大きくなっ
てしまいます。新たなニーズが発見された
ら、むしろ、そのニーズを専門的に深める新
たな協同組合を生み出して、そこと連携をし
ていく、ネットワーク型の組織構成が我々の
戦略です。
第三の「地域密着」の重要性は言うまでも

ありません。社会参加の直接の舞台は、地域
です。地域社会に「共に生きる」ための仕掛
けがなければなりません。

Ⅲ．労働を通じた社会参加（integrazion）

　さて、次の労働を通じた社会参加のため
に、私たちの協同組合がどんなことをしてい
るか、お話しましょう。前述のように、法律
では「就労者の 30％以上が障害者」の条件
を課しているだけなので、理屈からいえば
90％、障害を持った人でも良いのですが、私
たちは30％～40％くらいの構成比にしてい
ます。Integrazionが眼目なので、障害者だ
けの就労という形態は採っていないのです。
　メンバーが、労働参加に至るまでにはおよ
そ3つの段階があります。まず第一に「表現
工房」への参加。一日4時間の就労準備学習
を1年間行います。作業療法士と心理学の専
門家が付き添って、１ .生活の基本やコミュ
ニケーションのためのリテラシー、2.手仕
事・皿への絵付けや縄編み、３ .身体的な運
動、4.コンピュータの入門的操作などを通じ
て、「仕事とは何か」「他の人々と共に働くと
はどういうことか」などを習得してもらいま
す。
また、第二段階として、当事者自身にも、
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実際の経験の中から、自分は何をやりたいの
か、どんな局面で自己の成長を実感できるの
かなどについて考えてもらいます。そうやっ
て、取り組むべき分野を定めた後、第三に
は、本格的な就労訓練を経て、実際の労働参
加となります。
こうした研修が終わると、実際の就労とな
ります。2000年の場合ですと、学習者の50
％は　PROGETTO Hに残って仕事をしてい
ます。25％は、直ちに就労ということが難し
かったので、待機ないし学習を継続していま
す。残りは他の企業や外の協同組合に入りま
した。
　ここで学んだことが、本格就労につながる
かどうか、という点についてお話をする前提
として、イタリアにおける「障害者雇用法」
改正について一言触れておきましょう。

　イタリアにも、以前から障害者を対象とし
た雇用促進法があり、企業に対しては、いわ
ゆる法定雇用率が課されていました。しか
し、どこでもそうだと思いますが、罰則規定
が緩く、多くの企業では、「障害者を雇用す
るよりも、罰金を払ったほうがまし」として
おり、実際の雇用促進は果たされませんでし
た。この制度上の欠陥を克服するために、
1999年の法律第60号で、「障害者雇用法」が
改正されました。改正のポイントを二つ。第
一に法定雇用率を守らなかった際の違反金を
高くしたこと。そして第二に―――この第二
の点が、社会的協同組合にとって重要なこと
なのですが―――､もし何らかの事情で、ど
うしても障害者の雇用が困難ならば、それに
見合う額の事業委託を社会的企業（impresa
sociale）に出すこととした点です。イタリア
では、15人以上の事業体で、最低 2人の障
害者を雇用することが義務づけられていま
す。しかし、それが果たせない時は、その2
人が収入を得るに必要な仕事（事業）を社会
的企業にまわす、というのが、新しい制度の
概略です。
　この結果、興味深い現象が生まれました。
まず第一に、社会的協同組合のマーケットが
拡大したこと。下請けですが、一定の事業確
保ができるので、経営的な安定性につながり
ます。もう一つの変化は、この経験を通じ
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て、営利的企業の、障害者の労働に対する認
識が変わってきたことです。それまで、障害
者の労働文化と接点のなかった企業が、社会
的企業と関係を持つようになり、そこでの労
働成果を目の当たりにするようになって、逆
に、障害者雇用のインセンティヴが生まれて
くる、といったケースも出てきました。

Ⅳ．事業連合について

　先ほど、社会的協同組合の組織的特長とし
て、個々の協同組合が 30人以下と小規模で
あることを挙げました。ここでは、それらが
どう連携しているかについて述べましょう。
社会的協同組合では、事業連合組織が重要な
機能を持っています。県（provincia）毎に事
業連合が作られ、単協が独自に取り組むには
困難な、事業開発、職能開発・教育、幹部教
育、また新規の協同組合の立ち上げ支援など
を担っています。
全国的には CGM（Consorzio Nazionale

della Coooperazione Sociale Gino Mattarelli）を
結成しています。これは、協同組合のナショ
ナルセンターの別を問わず、社会的協同組合
がナショナルセンターの壁を越えて作ってい
る事業連合です。これに対して、政策的な連
合組織として、ナショナルセンター別の組織
もあり、私たちプロジェット H は、

CONFCOOP（カトリック系）に加盟してい
ます。

Ⅴ．組織および事業の構成

　次に、私たちの協同組合の組織の構成につ
いて述べましょう。構成員の顔ぶれは、多様
であり、いわゆるマルチステークホルダータ
イプです。1983年発足当初は、母体の性格
からして、9割がボランティアでした。しか
し、現在は、組合員32人中4人がボランティ
アです。どういうメンバーがボランティアに
なるかと言えば、専門性の高い人が多い。例
えば地元の銀行でマネージャーやっていた人
が、ボランティアとして、経理、会計のノウ
ハウを提供してくれています。
　規模がヒューマンスケールなので、組織原
理は、拡大家族的結びつきといえます。しか
し同時に企業として、自立的な経営ができる
ことも重要。ここでも「経済的価値」と「社
会的価値」の統合が求められます。
私たちの場合、まだ実現していませんが、
社会的協同組合の中には、当然、理事会の構
成メンバーに障害者が加わることもありま
す。
事業の構成について見てみましょう。大き
く2種類の収入構成になっています。自治体
からの委託（a）、および民間的事業（b）と
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すると、最初は、(a)：（b）＝ 7：3でした。
それが現在では、民間部分の比重が高まって
きて、5：5（現在）、将来てきには、これを
2：8にしたいと考えています。公共事業に依
存せず、経済的に自立した事業構成が望まし
いと考えています。

Ⅵ．質問に答えて

【一般企業との競争は存在するのか】

　競争はあります。例えば貴金属や宝飾品の
加工といえば、イタリアが誇る重要な産業の
一つです。市場の中でその存在価値を認めて
もらうには、品質や価格の面で、一般企業と
遜色ない仕事をしなければなりません。「障
害者の作業所の製品だから」という理屈では
市民は買わないでしょう。

【社会的協同組合がそうした競争を勝ち残る
にはどうしたによいのか】

　社会的協同組合の場合、障害をもつ就労組
合員の人件費が、自治体負担となっているの
で、この点、一般企業とくらべて安価なコス
トが期待できます。また、最初に述べた事業
分野のうち、「社会的観光」はまだ、ニッチ
市場で、一般企業の参入はごく最近のことで

す。私たちは、子供たちの林間学校、臨海学
校、環境教育などを通じて、社会的観光のノ
ウハウをずっと以前から蓄積していますか
ら、きわめて有利です。また、先の「雇用促
進法改正」の関係で、企業からすると、他の
一般企業に外注するよりも、社会的協同組合
に仕事をよこす政策的な方向付けがなされる
ようになりました。こうした諸条件を考える
と、社会的協同組合が市場の中でやっていく
ことが、非現実的なことではなくなってきま
した。つまり、社会的経済の構成要素に社会
的協同組合が位置づくようになったのです。

【社会的協同組合に働く障害者は、経済的に
自立できるのか】

基本的には自立は可能です。フルタイムで
働くと１２万円ぐらいになります。時給は７
５０円。障害をもった就労組合員もそうでな
い就労組合員も同じ賃金体系です。ただし、
実際は、障害者年金の受給資格内の収入にと
どめたいとする組合員も多く、その場合、フ
ルタイム就労を回避する傾向もあります。ま
た、長時間の労働が心身への大きな負担とな
る障害者もいますから、その場合は、一日2
時間～４時間就労といった働き方にならざる
を得ません。
つまり、制度的には、経済的自立が可能な
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仕組みがありますが、それをどう用いるか
は、個々の生活上の戦略や心身のコンディ
ションによって規定されてきます。
メンバー間で、制度上の給与の格差はあり
ません。しかし実態的には、理事と他のメン
バーとの間で、若干の格差はあります。それ
は、私たちの組織が、協同組合への貢献度を
反映した査定システムを採用しているからで
す。定款で剰余金の 20％以内の分配が可能
となっていますが、その部分を､査定に基づ
いて給与に上乗せしています。

【兵役拒否とボランティアの関係について、
特に兵役制度が変更されることに伴って、社
会的協同組合が享受してきたボランティアの
人材が、今後得にくくなる、などの問題点は
ないか】

指摘のとおり、これまで良心的兵役拒否者
が、社会的協同組合にとって重要な人材の供
給源でした。兵役拒否という明確なポリシー
を持った若者を、一年間継続的に、協同組合
側の人件費負担なしにボランティアとして活
用できたからです。
しかし、冷戦の終結や、兵役拒否者の増大
などを受けて、２００６年から強制的兵役制
度が廃止され、志願制となります。志願制に
なると、当然「兵役拒否者」も存在しなくな

ります。
社会的協同組合の連合組織、CONFCOOP
では、今、これに代わる「ボランタリー・シ
ビル」制度を作るよう、政府に働きかけてい
ます。これは、希望者に対して、有償で週36
時間の市民活動ボランティアを担ってもらう
という制度。政府はボランティア一人に対
し、月に 60万リラを支払います。
これによって、これまでのように自覚的で
良質のボランティアが確保できますし、さら
によいことは、兵役の代替制度ですと、女性
の参加がありませんでしたが、「ボランタ
リー・シビル」だと、多くの女性にも参加し
てもらえるようになる点です。
　


